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村
で
は
、
５
月
に
生
後
90
ヶ
月

ま
で
の
お
子
さ
ん
の
予
防
接
種
に

つ
い
て
の
通
知
を
配
布
し
ま
し
た
。

母
子
手
帳
で
確
認
し
て
、
ま
だ

の
方
は
す
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

も
し
、
通
知
と
内
容
が
異
な
る

場
合
は
、
役
場
保
健
福
祉
課
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

特
に
現
在
、
は
し
か
が
流
行
し

た
た
め
、
は
し
か
の
ワ
ク
チ
ン
は

入
手
が
困
難
に
な
っ
て
い
ま
す
。

生
後
90
ヶ
月
ま
で
で
風
し
ん
に

か
か
り
、
は
し
か
に
ま
だ
か
か
っ

て
い
な
い
お
子
さ
ん
は
ワ
ク
チ
ン

の
要
求
希
望
が
で
て
き
ま
す
。

詳
し
く
は
保
健
福
祉
課
保
ま
で

上
下
水
道
料
金
を
口
座
か
ら
引

き
落
と
す
こ
と
が
で
き
ず
、
滞
納

が
生
じ
て
い
ま
す
。
公
共
料
金
を

引
き
落
と
す
口
座
は
こ
ま
め
に
チ

ェ
ッ
ク
し
て
、
滞
納
が
生
じ
な
い

よ
う
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
納
付
書
で
の
支
払
い
を

口
座
振
替
に
す
る
と
指
定
期
日
に

納
付
で
き
ま
す
の
で
大
変
便
利
で

す
。
ま
だ
口
座
振
替
を
申
し
込
ま

れ
て
い
な
い
方
は
、
各
金
融
機
関

に
備
え
付
け
の
用
紙
に
よ
り
、
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

建
設
課
上
下
水

道
係
　
内
線
38
・
39

お
子
さ
ま
と
楽
し
く
遊
べ
る
場

所
で
す
。
お
散
歩
が
て
ら
遊
び
に

来
て
み
ま
せ
ん
か
？
広
い
お
部
屋

と
た
く
さ
ん
の
お
も
ち
ゃ
で
、
皆

と
楽
し
く
遊
び
ま
し
ょ
う
！

■
対
象
者

村
内
在
住
の
、
保
育

園
・
幼
稚
園
に
通
っ
て
い
な
い
子

の
い
る
家
庭

■
利
用
時
間

月
〜
金
の
10
時
か

ら
11
時
30
分

■
場
所

第
一
保
育
園
・
子
育
保

育
園

■
料
金

無
料
※
事
前
申
し
込
み

も
必
要
あ
り
ま
せ
ん

■
持
ち
物

麦
茶
を
飲
む
コ
ッ
プ

を
ご
持
参
く
だ
さ
い

詳
し
く
は
各
保
育
園
ま
で

昭
和
村
生
活
研
究
グ
ル
ー
プ
で

は
、
よ
り
良
い
家
庭
づ
く
り
と
女

性
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
役
立
て
る

こ
と
を
目
的
と
し
、
活
動
で
き
る

グ
ル
ー
プ
員
を
募
集
し
ま
す
。

入
会
を
希
望
さ
れ
る
方
は
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
対
象
者

村
内
在
住
の
20
歳
以

上
の
女
性

■
活
動
内
容

料
理
や
手
芸
の
講

習
会
な
ど
年
５
回
を
予
定

■
年
会
費

１
　
０
０
０
円
（
※

必
要
経
費
は
そ
の
都
度
徴
収
）

■
申
込
方
法

役
場
産
業
課
ま
で

電
話
で
連
絡
い
た
だ
く
か
、
ま
た

は
直
接
お
越
し
く
だ
さ
い

お
子
さ
ん
の
予
防
接
種
は

お
済
み
で
す
か
？

保
健
福
祉
課
　
内
線
26

上
下
水
道
料
金
の

お
支
払
い
は
口
座
振
替
で

建
設
課
　
内
線
38
・
39

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の

ご
案
内

第
一
保
育
園
・
子
育
保
育
園

生
活
研
究
グ
ル
ー
プ
員

を
募
集
し
ま
す

産
業
課
　
内
線
28

’

福祉医療制度 福祉医療費受給資格者証の申請はお済みですか
福祉医療制度は、医療費のうち、自己負担分の費用を

村が負担 する制度です。
右の資格要件に該当する人で福祉医療費受給資格者証の
交付を受けていない人は申請をしてください。
福祉医療費受給資格者証は、県内の医療機関で受診す

るときに、保険証と一 緒に受給資格者証を窓口に提示
してください。県外での受診や治療用装具を装着した場
合は、 負担金を支払ってから村へ申請してください。
■注意 母子・父子家庭の人は、結婚した場合（事実婚
も含む）は資格を喪失しますので、届出をしてください。
また、乳幼児の受給者は保育園や学校で「けが等」をし
た場合には、保育園又は学校の災害共済給付保険が優先
となります。まずは保育園または学校に連絡してくださ
い。もし、福祉医療費受給資格者証の使用と保育園・学
校の災害共済給付の両方を受けたときは、福祉医療費分
を返還して頂くことになりますのでご注意ください。
■問い合わせ 保健福祉課　（内線２７）まで

乳　幼　児 小学校卒業まで 保険証・印鑑

18歳未満の児童を扶養、18
歳未満の父母のいない児童(所
得税が課せられる父子は除く)

村に本籍のない方は戸籍謄
本、転入者は前住所地の課
税証明書・保険証・印鑑

身障手帳１級または２級
身体障害者手帳・保険証・
印鑑・老人保健法該当者は
老人医療受給者証

障害年金１級
年金証書・保険証・印鑑老
人保健法該当者は老人医療
受給者証

障害手帳１級または２級
身体障害者手帳・保険証・
印鑑

障害年金１級 年金証書・保険証・印鑑
特別児童扶養手当１級 証書・保険証・印鑑
療育手帳判定Ａ 療育証書・保険証・印鑑

障害年金１級程度の障害で年金
を受給することができない人

所定の診断書。保険証・印
鑑

種　類 資　　格　　要　　件 手続きに必要なもの

母子・父子
家庭

重度心身障
害　　　者

高齢重度
障 害 者
(65歳以上)
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■もんだい
５月28日に行なわれた敬老会。今年
は、ダイヤモンド婚を受賞されるご夫
妻が昨年に比べ、２倍以上となりまし
た。
では、問題です。今年ダイヤモンド
婚を迎えられたご夫妻は何組だったで
しょうか？

s村に住んでいる人・勤めている人ならどなた
でも応募できます。s賞品＝正解者の中から抽選
で村商工会商品券500円分を差し上げます。s締
め切り＝７月２日(金)。s発表＝７月号「広報
しょうわ」。s答えは必ずハガキに書き、下記要領
で応募してください。

u５月号のクイズの答えは、「80人」でした。
応募総数は７通。当選者は次のとおりです
(敬称略)。おめでとうございます。

こたえ
住所(行政区も)
氏名・年齢
TEL
投稿欄…広報でと
りあげてほしいこと
や気がついたことな
ど書いてください。

37 9 1 2 9 8切
手 昭

和
村
大
字
糸
井
三
八
八

昭
和
村
役
場

企
画
課

広
報
統
計
係

友
あ
ま
た
顕
た
せ
つ
つ
暁
を
朱
筆

を
も
つ
皺
み
き
し
手
に
静
脈
浮
か

せ
　
　
　
　
　
　
今
井
　
與
兵
衛

如
何
に
し
て
舗
装
を
掘
る
や
巣
穴

よ
り
蟻
の
運
ぶ
は
砕
石
に
似
し

板
橋
　
き
み
江

Ｉ
Ｔ
の
ス
ペ
ル
覚
え
て
自
己
満
足

数
日
た
て
ば
わ
す
れ
る
も
の
を

堀
沢
　
進

真
夏
日
を
思
わ
す
明
日
蒟
蒻
植
ゑ

の
準
備
済
み
し
に
雷
雨
と
な
り
た

り
　
　
　
　
　
　
　
沢
浦
　
芳
枝

雉
子
の
声
朝
の
静
寂
に
鳴
き
継
ぐ

を
夢
の
如
聞
く
五
時
近
き
床

諸
田
　
義
幸

手
袋
を
は
め
ず
に
も
ろ
こ
し
ひ
と

日
蒔
く
右
の
手
の
み
に
わ
ず
か
な

日
焼
け
　
　
　
　
倉
澤
　
美
代
子

陽
の
あ
る
に
夫
と
村
湯
に
出
掛
か

ゆ
く
父
母
に
は
な
か
り
し
事
と
思

ひ
つ
つ
　
　
　
　
　
諸
田
　
洋
子

木
々
芽
吹
き
萌
黄
色
な
す
山
肌
に

綿
菓
子
の
ご
と
山
桜
咲
く

高
橋
　
洋
子

石
垣
の
隙
間
を
埋
め
て
淡
紫
の
た

つ
な
み
草
み
な
陽
に
向
き
て
咲
く

中
村
　
敏
子

窓
辺
な
る
桜
若
葉
も
老
い
初
め

て
夏
も
い
つ
し
か
深
み
け
る
か
も

林
　
と
み
子

◆
◆
◆

広
報

文
芸
◆
◆
◆

短
　
歌

俳
　
句

音
も
な
く
芽
吹
く
も
の
あ
り
陽
の

恵
み
　
　
　
　
　
　
須
藤
　
澄
子

子
の
名
載
る
新
聞
を
待
つ
新
年
度
　

新
木
　
武
治

鎧
脱
ぎ
銀
色
光
る
こ
ろ
柳

横
坂
　
庄
三

耕
せ
ば
土
静
ま
り
て
夕
日
落
つ

藤
井
　
三
代
子

春
耕
や
陽
の
ぬ
く
も
り
を
た
た
み

込
む
　
　
　
　
　
　
金
井
　
粂
子

籾
殻
の
こ
ぼ
る
る
独
活
の
匂
い
け

り
　
　
　
　
　
　
　
真
下
　
章
子

糸
柳
風
に
た
わ
む
れ
迫
り
け
り

杉
木
　
哲
二

冬
草
を
退
治
春
耕
堆
肥
播
く

花
茂
　
喜
右

★真　下　香　奈　 ( 13歳)

★竹　内　祐　太　 ( 13歳)

下 宿

藤 井

応募規定

■
募
集
締
切

６
月
29
日
（
金
）

詳
し
く
は
役
場
産
業
課
ま
で

保
護
者
が
緊
急
・
一
時
的
に
家

庭
保
育
が
困
難
な
時
、
育
児
疲
れ

や
生
活
上
必
要
な
時
、
お
子
さ
ん

を
保
育
園
で
お
預
か
り
し
ま
す
。

■
対
象
年
齢

村
内
に
在
住
す
る

６
ヶ
月
か
ら
就
学
前
の
児
童

■
保
育
時
間

▼
月
〜
金
　
午
前

８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
▼
土

午
前
８
時
30
分
か
ら
12
時
30
分

■
利
用
料
金

▼
６
ヶ
月
か
ら
２

歳
　
日
額
２
　
０
０
０
円
▼
３
歳

以
上
　
日
額
１
　
５
０
０
円

詳
し
く
は
第
一
保
育
園

1
２

２
―
２
３
３
１
子
育
保
育
園

1

２
４
―
６
０
２
３
ま
で

30
歳
未
満
の
第
１
号
被
保
険
者

で
所
得
の
少
な
い
方
に
は
、
国
民

年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

る
『
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
』
が

あ
り
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
世
帯
主
（
同
居

の
親
な
ど
）
の
所
得
に
関
係
な
く
、

本
人
及
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定

の
基
準
以
下
の
場
合
に
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
る
も
の
で
す
。

保
険
料
の
納
付
猶
予
を
受
け
て

い
る
期
間
中
に
万
が
一
の
事
故
な

ど
で
障
害
を
負
っ
た
場
合
に
は
、

障
害
基
礎
年
金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
猶
予
を
受
け

た
期
間
は
年
金
を
受
け
る
た
め
の

資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、

老
齢
基
礎
年
金
額
に
は
反
映
し
ま

せ
ん
。
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
を

受
け
る
た
め
に
は
、
10
年
以
内
に

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
（
追
納
）

が
必
要
で
す
。

承
認
期
間
は
、
申
請
月
に
か
か

わ
ら
ず
平
成
19
年
７
月
か
ら
平
成

20
年
６
月
ま
で
で
す
。
若
年
者
納

付
猶
予
制
度
を
申
請
さ
れ
る
方

は
、
市
役
所
・
町
村
役
場
の
国
民

年
金
担
当
係
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

申
請
は
原
則
と
し
て
毎
年
必
要

で
す
。
た
だ
し
、
翌
年
度
以
降
分

も
あ
ら
か
じ
め
申
請
（
継
続
申
請
）

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
渋
川
社
会
保
険
事
務

所
　
1
０
２
７
９
―
２
２
―
１
６

１
１
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

30
歳
未
満
の
方
は
承
認
を

受
け
る
と
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
ま
す

一
時
保
育
の
ご
案
内

第
一
保
育
園
・
子
育
保
育
園

’
’


